
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

利用形態 入所等 通所 その他 

施設種別 医療型障害児入所施設 障害福祉サービス事業所 障害児通所支援事業所  

事業種別 障害児入所支援 療養介護 短期入所 日中一時支援 生活介護 児童発達支援 放課後等デイサービス 障害児等療育支援 

事業内容 

重症心身障害児を入所させて、保護するとともに、

治療及び日常生活の指導をする。 

居宅で介護を行う者が、

疾病等により介護がで

きなくなった場合等に

障害児・者を預かり、日

常生活の支援を行う。 

日中において一時的

に見守り等の支援が

必要な障害児に対し、

日中の活動の場を提

供する。 

在宅の重症心身障害児（者）に対し通所により、日常生活動作・運動機

能等に係る訓練・指導等必要な療育を行う。 

在宅の障害児等が自宅

や地域で快適な生活を

おくれるよう、家庭を訪

問し、指導・助言等を行

う。 

対 象 者 
重症心身障害児 重症心身障害者 重症心身障害児（者） 重症心身障害者 未就学の重症心身障

害児 

就学中の重症心身障害

児 

障害児（者） 

定 員 ５０人 ５人 ２０人  

床 面 積 ４，０４３．７１㎡ 

主な設備 

療育室、病室、短期入所病室、観察室、ナースステーション、調乳室、治療室、温水治療室、汚物処理室、浴室、補修室、洗濯室、衣類保管室、リネン室、ポンプ室、調理室、配膳室、食堂、デイルー

ム、収納庫、男子更衣室、女子更衣室、事務室、当直室、男子便所、女子便所、多目的トイレ、面会室、入所体験室、静養室、器材室、療育活動室、訓練室、訪問学級職員室、消毒室、検査室、診察室、

薬局、X線室、X線操作室、脳波心電室、視聴覚室、医局、保護者控室、カルテ庫、会議室、研修室、医師当直室、食堂準備室等 

使用時間  午前９時から午後５時１５分まで  

休 館 日  
日曜日、土曜日、 
休日及び年末年始 

 

備 考 
 送迎用にマイクロバスを配備  

（１）開設年月日  昭和４６年８月１日 

         （平成１８年４月１日リニューアルオープン） 

（２）所 在 地  千葉市若葉区桜木８丁目３１番１５号 

（３）構 造  鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造２階建 

（４）建 物 面 積  ４，０４３．７１㎡ 

（５）敷 地 面 積  ７，０１４．１３㎡ 

（６）駐 車 場  ２３台（６台／一般用、１５台／障害者用、２台／バス） 

２ 桜木園内施設の概要 

１ 桜木園の概要 

千葉市桜木園 施設の概要 

平成２２年９月１５日現在 

地域福祉課打合せ後 


